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日頃から、給食施設の管理・運営及び利用者の健康管理に 

 

ご尽力されている皆様に心からお礼申し上げます。 

 

保健所では給食施設における健康づくりを支援します。 

 

１ 給食施設の定義と目的                                 

 

   「給食」とは、病院、学校、事業所、福祉施設などにおいて、それぞれの施設を利用す 

   る特定の対象者に継続的に供給する食事をいいます。そして、食事を供給する施設を「給 

食施設」といいます。 

     一般の飲食店でも食事を供給していますが、給食施設は、利用者が特定されていること 

が大きな特徴です。 

    給食の大きな目的は利用者の健康の保持増進、疾病の予防、望ましい食習慣の形成です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

２ 給食施設の分類                                 

健康増進法に基づき、供給する食事の数（以下「食数」）により分類されます。 

また、施設の分類（規模や種別）により、管理栄養士の配置等、遵守しなければならな

い法律や規則等は異なります。  

   

（1）食数による分類 
 

   ① 特定給食施設 

    特定給食施設は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 20 条第 1 項に規定される、

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な施設（継

続的に 1 回 100 食以上又は 1 日 250 食以上の食事を供給する施設）をいいます。 

 特定給食施設に該当するか否かの判断において、例えば施設内の職員など当該施設の利

用者以外の者に供給される食数も含めることとしています。 

また、施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設置者が、当 

   該施設を利用して食事の供給を受ける者に一定の食数を継続的に供給することを目的とし

て、弁当業者等と契約している場合、特定給食施設の対象となります。 

 

 ② その他の給食施設 

上記の特定給食施設に該当しない施設についても、特定かつ多数の者に対して継続的に 

1 回 20 食以上の食事を供給する施設は、その他の給食施設として、特定給食施設に準じて

指導・助言、講習会の案内などを行っています。 
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（2）施設の種類による分類 

 

施設の種類 該当施設 根拠法令等 

学校 公立学校、私立学校、公立幼稚園、 

私立幼稚園、各種学校、 

幼稚園型認定こども園 

学校教育法第1条に規定する学校、第124条に規

定する専修学校及び第134条第1項に規定する各

種学校、学校給食センター、学校給食法第6条に

規定する学校給食共同調理場及び就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律第2条第6項に規定する認定こども

園のうち当該施設が幼稚園である場合 

病院 病院 医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院 

介護老人 

保健施設 
介護老人保健施設 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健

施設 

介護医療院 介護医療院 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院 

老人福祉施設 特別養護老人ホーム、老人デイサービス

センター、老人短期入所施設、老人介護支

援センター、老人福祉センター、軽費老人

ホーム、養護老人ホーム 

老人福祉法第5条の3に規定する施設 

児童福祉施設 保育所、乳児院、母子生活支援施設、障

害児入所施設、児童発達支援センター、

児童養護施設、児童心理治療施設、児童

自立支援施設、助産施設、児童厚生施

設、児童家庭支援センター、認定こども

園（幼保連携型・保育所型・地方裁量型） 

児童福祉法第7条第1項に規定する施設、社会福

祉法第2条に規定する事業に係る施設で児童福祉

に関するもの及び就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第2条第6項に規定する認定こども園（当該施設

が幼稚園である場合は除く。） 

社会福祉施設 救護施設、更生施設、医療保護施設、授

産施設、宿所提供施設、身体障害者社会

参加支援施設、婦人保護施設、障害者支

援施設 

生活保護法第38条、身体障害者福祉法第5条第1

項及び売春防止法第36条に規定する施設並びに

社会福祉法第2条に規定する事業に係る施設で社

会福祉に関するもの 

事業所 事業所又は事務所 労働基準法別表1に規定する事業所又は事務所 

寄宿舎 学生又は労働者の寄宿施設 学生又は労働者を寄宿させる施設 

矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年

院、少年鑑別所 

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法

律第3条に規定する刑事施設（刑務所、少年刑務

所、拘置所）、少年院法第3条に規定する少年院

及び少年鑑別所法第3条に規定する少年鑑別所 

自衛隊 自衛隊 自衛隊 

一般給食 

センター 
特定した施設（複数の場合も含む。）

に対して継続的に食事を供給している

施設 

特定した施設（複数の場合も含む。）に対して

継続的に食事を供給している施設であって、

「学校」から「事業所」までに該当しない施設 

その他 認可外保育所、有料老人ホーム等 上記「学校」から「一般給食センター」まで以

外の施設 
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3 給食施設の栄養管理に関する助言及び指導等                     

保健所の栄養指導員は、健康増進法第18条第1項第2号に基づき、特定給食施設やその他の給

食施設に対し必要な助言・指導を行います。例えば、特定給食施設やその他の給食施設におい

て最低限の栄養管理が行われているものの、よりよい食事の供給を目指すための助言をするこ

とも想定されます。 
  

 （1）個別での助言・指導 

    栄養管理の方法や利用者への栄養指導等についての実態を把握するため、施設に伺って 

助言や指導等を行っています。また、電話や来所による相談にも対応しています。 

 

 （2）集団での助言・指導 

給食施設の管理者、管理栄養士、栄養士、調理師等を対象に給食管理等に関する情報提 

供のため講習会を開催しています。１回 20 食以上提供している給食施設に開催のご案内を

します。設置者等においては、関係職員の参加にご配慮をお願いします。 
 

 

４ 特定給食施設の役割                                

国民の健康づくり運動「健康日本21（第三次）」では、栄養・食生活の目標として「利用
者に応じた食事提供をしている特定給食施設の増加」が設定されており、管理栄養士・栄養
士がほぼ100％配置されている病院等を除く特定給食施設における管理栄養士・栄養士の配置
の目標値を75％としています。 

職場で提供される食事や栄養管理の改善により、野菜や果物の摂取量の増加、食事の改

善、肥満などの健康状態の改善に寄与することが報告されています。「健康経営」の考え

方が広がり、職場で提供される食事を含めた食環境の改善は、従業員の健康づくりだけで

なく、経営面からも重要であると考えられています。 
 

                                                   

５ 特定給食施設の設置者の責務                             

（1）設置者について 

    設置者とは、その給食施設を設置した者をいいます。国公立施設では、国、地方公共団 

体の首⾧等を、民間の病院や福祉施設等では、その開設者である医療法人や社会福祉法人 

等を、事業所等の場合は、会社の代表取締役社⾧等を指します。 
 

 

（2）特定給食施設届出の義務 

    特定給食施設の設置者は、健康増進法第 20 条第１、２項に基づき、特定給食施設に係る

事業を開始する場合には保健所にその旨を届け出る必要があります。また、届出の内容に変

更が生じた時及び給食施設を廃止又は休止した時は、同様に届出をする必要があります。 

給食業務を受託している委託会社が届出をすることはできません。 
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（3）報告等の義務 

  特定給食施設等における栄養管理の状況等を把握するため、健康増進法第18条の規定に基

づき、保健所では特定給食施設及び１回20食以上の給食提供を行う施設に対して、給食施設

栄養管理報告書等の提出を求めています。設置者又は管理者は、実施した給食内容等に関し

て報告書等を作成し、期日までにご提出ください。 

（4）管理栄養士・栄養士の配置について 

   ① 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設 

  健康増進法第21条第1項の規定により、特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要

なものとして厚生労働省令で定めるところにより静岡市保健所⾧が指定するものの設置

者は、当該施設に管理栄養士を置かなければなりません。 

健康増進法施行規則第7条及び厚生労働省通知では、管理栄養士を配置しなければなら

ない施設について具体的に定めています。 

 保健所では必要な調査を行い、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設に該

当する場合は、保健所⾧から当該施設の設置者に「管理栄養士配置指定施設通知書」を

通知します。 

なお、指定された施設について指定の要件を満たさなくなった場合は、指定が取り消

されます。 

② 栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設 

    上記①の管理栄養士を置かなければならない特定給食施設以外の特定給食施設の設置者

は、健康増進法第21条第2項の規定により当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置

くよう努めなければなりません。 

    また、健康増進法施行規則第8条では、栄養士又は管理栄養士を置くよう努めなければな

らない特定給食施設のうち、継続的に1回300食又は1日750食以上の食事を供給する施設

の設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士であるよう努め

なければならないと規定されています。 

 

 

（5）栄養管理基準の遵守 

   健康増進法第21条では、特定給食施設の設置者の責務において栄養管理を行うことが規定 

されており、健康増進法施行規則第9条にはその基準（栄養管理の基準）が示されています。 

さらに厚生労働省通知により運用上の留意点が示されています。 

施設の種別によって、健康増進法以外の法律でも管理 

栄養士・栄養士の配置に関する規定がありますので、 

最新の関係法令等を確認し、適切に配置してください。 



5 

 

  

 

届 出 様 式 届 出 要 件 

特定給食施設開始届出書 
▶  特定給食施設に係る事業を開始又は再開する場合 

▶ 施設利用者が増え、特定給食施設の定義に該当するようになった場合 

 

特定給食施設変更届出書 

 

届出の事項に変更があった場合 

▶ 給食施設の名称の変更 

▶ 給食施設の所在地の変更 

▶ 設置者の氏名の変更（法人の場合は、給食施設の設置者の名称変更 

【例：設置者の変更はないが会社名が変更等】及び代表者の氏名の変更） 

▶ 設置者の住所の変更（法人の場合は、主たる事務所の所在地の変更） 

▶  給食施設の種類の変更 

▶  給食の開始予定日の変更 

▶ 1 日の予定給食数及び各食の予定給食数の変更 

 （病院、介護老人保健施設、介護医療院については、許可病床数又は定

員の変更など） 
    

・下記の区分を超えて予定給食数の変更があった場合は届出が必要です。 

（各区分内での予定給食数の変更は、届出不要です。） 

・区部③を下回る予定給食数の変更は、休止・廃止届の提出が必要です。 

区分①：1 回 500 食以上又は 1 日 1,500 食以上 

区分②：1 回 300 食以上又は 1 日 750 食以上で、区分①を含まない 

区分③：1 回 100 食以上又は 1 日 250 食以上で、区分①②を含まない 
 

▶ 管理栄養士の員数・栄養士の員数の変更 

配置の有無に変更があった場合は届出が必要です。 

【届出必要例】配置されていた栄養士 1 人が管理栄養士になり、栄養士

がいなくなった。 

【届出不要例】管理栄養士と栄養士が配置されていたが、増員した。 
      

 

特定給食施設休止・廃止届出書 

 

【休止】 

▶ 施設改修・移転等の理由により給食を一定期間休止する場合 

※ 給食を再開する時には、給食開始届を提出してください。 

▶ 予定給食数が一時的に 1 回 100 食未満かつ 1 日 250 食未満となった

が、将来的に増加が見込まれる場合 

【廃止】 

▶ 特定給食施設に係る事業を廃止した場合 

▶ 予定給食数が 1 回 100 食未満かつ 1 日 250 食未満となり、将来的に増

加の見込みがない場合 

※ 設置者が変更となる場合は、特定給食施設廃止届出書を提出後、新し

い設置者が開始届出書を提出してください。 

６ 特定給食施設の届出 
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① 届出期限   

届出の提出は事実発生後、ひと月以内に提出してください。 

 

② 届出様式 

  ● 各届出様式や書き方例については、13～18ページをご覧ください。 

  ● 各届出様式は、静岡市健康増進法施行細則によって定められています。改変を行った届 

 出様式については、受付できない場合があります。 

● 各届出様式は、保健所で配布しているほか、静岡市のホームページからダウンロード 

     できます。 

ダウンロード方法               

静岡市のホームページ右上「検索メニュー」画面を開きます。 

 

  

              キーワード検索に「特定給食施設」と入力し「検索」を押すと 

各種届出書がダウンロードできるページが表示されます 
              

③ 届出方法      

   窓口持参、郵送、電子申請（LoGoフォームによる提出）のいずれか 

（窓口持参及び郵送の場合は、各施設で別途控えの保管をお願いします。） 

（FAXやメールによる提出は受け付けておりません。） 
 

④ 届出先  

窓口持参・郵送  〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号（保健所棟２階） 

静岡市保健所 食品衛生課 （広域専門監視係栄養士あて） 

   LoGoフォーム  静岡市公式ホームページにて「特定給食施設」と検索 

            該当の届出ページ下段の「提出ページ」よりデータ（PDF）添付 

⑤ 届出の注意点 

● 届出は施設を設置する者に義務付けられています。給食業務を委託している場合でも、 

施設の設置者が届出をしてください。 

● 施設の設置者以外の方が窓口に持参する場合や郵送する場合は、届出様式の余白に届出 

担当者の所属、氏名、連絡先の記載をお願いします。届出内容について、問い合わせを行

う場合があります。 

● 同一敷地内に施設の種類や利用者の特性が明らかに異なる特定給食施設が複数設置され 

ている場合は、それぞれ別の特定給食施設として届出をしてください。 

● 施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設置者が、当該施設 

を利用して食事の供給を受ける者に一定の食数を継続的に供給することを目的として、 

弁当業者等と契約している場合は、届出をしてください。 
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 ① 給食施設栄養管理報告書について 

   給食施設が栄養管理報告書を作成することは、自らの給食施設の栄養管理状況を把握し見

直すことができ、施設の課題や問題点を発見することにつながります。 

   保健所は栄養管理報告書から各施設の栄養管理状況及びニーズや課題を把握し、個別指導

や集団指導に活用します。また、結果を集計することにより、公衆衛生向上のための統計資

料にも活用しています。  

 
 

            

 
 

 ② 報告する内容等について 

 

③ 提出方法      

   窓口持参、郵送、電子申請（LoGoフォームによる提出）のいずれか 

（窓口持参及び郵送の場合は、各施設で別途控えの保管をお願いします。） 

（FAXやメールによる提出は受け付けておりません。） 
 

④ 提出先  

窓口持参・郵送  〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号（保健所棟２階） 

静岡市保健所 食品衛生課 （広域専門監視係栄養士あて） 

   LoGoフォーム  静岡市公式ホームページにて「栄養管理報告書」と検索 

            該当ページ下段の「提出ページ」よりデータ（PDF）添付 

 

 

種 類 内 容 等 

給食施設栄養管理報告書 

記入要領をよく読み、正しくご記入ください。 

様式は、静岡市ホームページからダウンロードできます。 

訂正箇所は修正テープ等使用せず、訂正箇所を二重線で見せ

消してください。 

献立表 
指定する月の1日分の献立表を提出していただきます。 

様式は任意ですので、施設で使用している献立表の写しを提

出いただいても構いません。 

給食配送先一覧 当該施設以外に食事を供給している場合のみ提出します。 

肥満及びやせに該当する者の割合 

児童福祉施設、学校、事業所、寄宿舎等の健康増進を目的と

した施設において提供される食事のエネルギー量の過不足の

評価については、肥満及びやせに該当する者の割合の変化等

を参考にします。 

参考様式についてはホームページからもご覧いただけます。 

各報告書様式は毎年、保健所から対象施設あてに送付します。 

７ 特定給食施設の提出書類 
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 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設は、以下のとおり定められています。 
厚生労働省令 

健康増進法施行規則第7条 

厚生労働省通知（健健発0331第2号令和2年3月31日） 

別添１特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について 

1  
医学的な管理を必要とす

る者に食事を供給する特

定給食施設であって、継

続的に1回300食以上又は

1日750食以上の食事を供

給するもの 

1 規則第７条第1号の指定の対象施設（一号施設） 

（1）規則第７条第1号に掲げる特定給食施設（以下「一号施設」とい

う。）とは、病院、介護老人保健施設又は介護医療院（以下「病院等」と

いう。）に設置される特定給食施設であって、1回300食以上又は1日750

食以上の食事を供給するものをいうこと。 

（2）供給食数の実績が1回300食未満及び1日750 食未満の特定給食施設

であっても、許可病床数（又は入所定員)300床(人)以上の病院等に設置さ

れている特定給食施設は、一号施設とすること。 

なお、（1）で示したとおり、1日の食事の供給数が750食以上であれば、

許可病床数（又は入所定員）が300床（人）未満の場合であっても、一号

施設とすること。 

（3）病院等を含む複数の施設を対象に食事を供給する特定給食施設につい

ては、当該病院等の許可病床数（入所定員）の合計が300床（人）以上で

ある場合に、一号施設とすること。 

2  

1に掲げる特定給食施設以

外の管理栄養士による特

別な栄養管理を必要とす

る特定給食施設であっ

て、継続的に1回500食以

上又は1日1,500食以上の

食事を供給するもの 

 

2 一号施設以外の特定給食施設 

（1） 規則第７条第２号に掲げる特定給食施設(以下「二号施設」とい

う。) とは、以下の①から⑥に該当する施設のうち、継続して1回500食以

上又は1日1, 500以上の食事を供給するものをいうこと。 

① 生活保護法第38条に規定する救護施設及び更正施設 

② 老人福祉法第５条の３に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

及び軽費老人ホーム 

③ 児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護

施設、同法第42条第１号に規定する福祉型障害児入所施設、同法第43条の

２に規定する児童心理治療施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設 

④ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1項の

規定により設置する施設 

⑤ 障害 者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条

第11項に規定する障害者支援施設 

⑥ 事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊等 

８ 特定給食施設における管理栄養士の配置 
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（2） 複数施設を対象に食事を供給する特定給食施設については、1 (3)に

該当する場合を除き、一号施設又は二号施設の対象となる施設種別である

施設に供給する食事数の合計が1回500食以上又は1日1,500食以上である場

合には、二号施設とすること。 

この場合、病院等に対し1回に供給する食数については、供給食数の実績で

はなく、許可病床数又は入所定員数（1日に供給する食事数については、許

可病床数又は入所定員数の３倍の数）として取り扱うものとすること。 

 

 

3 その他社会福祉施設等に食事を供給する特定給食施設について 

 （1）法第21条第1項の指定の対象施設となる特定給食施設のうち、法令

等により栄養士を必置とされている複数の社会福祉施設及び児童福祉施設

(以下「社会福祉施設等」という。) に限り食事を供給する施設にあって

は、それぞれの社会福祉施設等に配置されている栄養士が各施設において

栄養業務を行っていることに鑑み、法第21条第1項の指定の対象施設とな

る社会福祉施設等に供給される食事数が1回500食以上又は１日1,500食以

上となるものがある場合には、二号施設とみなされること。 

 

（2）特定給食施設が複数の施設に食事を供給する場合であって、当該供給

先の施設に法令等により栄養士を必置としない施設を含むときは、特定の

対象者に継続的に食事を供給し、一号施設又は二号施設の対象となる施設

種別である施設に供給される食事数が１回500食以上又は１日1,500食以上

となる場合に、二号施設とみなされること。ただし、供給先の施設を特定

給食施設等として把握し、個別に管理する場合には、食数から除外するこ

ととし、重複することのないようにすること。 

 

（3）事業所等に対し食事を供給する特定給食施設にあっては、当該特定給

食施設により事業所等に供給される食事が主として事業所等に勤務又は居

住する者により喫食され、かつ、事業所等で勤務又は居住する者の概ね８

割以上が当該給食施設で供給する食事を喫食するものであって１回500食

以上又は1日1,500食以上供給する場合、二号施設とみなされること。 
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 健康増進法21条では、特定給食施設の設置者は厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄
養管理を行わなければならないとされており、栄養管理の基準や運用上の留意点が示されていま
す。保健所の立入指導も、これらの基準等に基づいて実施されます。 

厚生労働省令 

（健康増進法施行規則第9条） 
厚生労働省通知（健健発0331第2号令和2年3月31日） 

別添２「特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項につい

て」に示された運用上の留意点 

１ 

当該特定給食施設を利用して食事の供

給を受ける者（以下「利用者」とい

う。）の身体の状況、栄養状態、生活

習慣等（以下「「身体の状況等」とい

う。」を定期的に把握し、これらに基

づき、適当な熱量及び栄養素の量を満

たす食事の提供及びその品質管理を行

うとともに、これらの評価を行うよう

努めること。 

１ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管

理及び評価について 

（1）利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活

状況等を定期的に把握すること。なお、食事の摂取状況につい

ては、可能な限り、給食以外の食事の状況も把握するよう努め

ること。 

（2）（1）で把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定

し、食事の提供に関する計画を作成すること。なお、栄養者間

で必要な栄養量に差が大きい場合には、複数献立の提供や量の

調整を行う等、各利用者に対して適切な選択肢が提供できるよ

う、工夫すること。複数献立とする場合には、各献立に対して

給与栄養量の目標を設定すること。 

（3）（2）で作成した計画に基づき、食材料の調達、調理及び

提供を行うこと。 

（4）（3）で提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとと

もに、身体状況の変化を把握するなどし、これらの総合的な評

価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図ること。 

（5）なお、提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体

格の変化並びに肥満及びやせに該当する者の割合の変化を参考

にすること。ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価

できる指標が他にある場合はこの限りではない。 

２ 
食事の献立は、身体の状況等のほか、

利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等

に配慮して作成するよう努めること。 

２ 提供する食事（給食）の献立について 

（1）給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取

量に占める給食の割合、嗜好等に配慮するとともに、料理の組

合せや食品の組合せにも配慮して作成するよう努めること。 

（2）複数献立や選択食（カフェテリア方式）のように、利用

者の自主性により料理の選択が行われる場合には、モデル的な

料理の組合せを提示するよう努めること。 

９ 特定給食施設における栄養管理基準の遵守 
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３ 

献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく

質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表

示等により、利用者に対して、栄養に

関する情報の提供を行うこと。 

 

３ 栄養に関する情報の提供について 

（1）利用者に対し献立表の提示や熱量、たんぱく質、脂質、

食塩等の主要栄養成分の表示を行うなど、健康や栄養に関する

情報の提供を行うこと。 

（2）給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的

な生活を送るために必要な知識を習得するよい機会であるた

め、各々の施設の実状に応じ利用者等に対して各種の媒体を活

用することなどにより知識の普及に努めること。 

４  

献立表その他必要な帳簿等を適正に作

成し、当該施設に備え付けること。 

 

４ 書類の整備について 

（1）献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身

体状況など栄養管理の評価に必要な情報について適正に管理す

ること。 

（2）委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認

できるよう委託契約書等を備えること。 

５  

衛生の管理については、食品衛生法そ

の他関係法令の定めるところによるこ

と。 

 

５ 衛生管理について 
給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、

食品衛生法（昭和22年法律第233号）、「大規模食中毒対策等

について」（平成9年3月24日付け衛食第85号生活衛生局⾧通

知）、「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等

の定めるところによること。 

 
６ 災害等の備え 
災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理

を行うため、平時から災害等発生時に備え、食料の備蓄や対応

方法の整理など、体制の整備に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローリングストックを活用して 

利用者や職員分の非常食を 

備えましょう。 

 施設の種別により栄養管理の方法は異なりますので、 

他の法令や通知も確認し、栄養管理を実施することが必要です。 
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健康増進法では、特定給食施設の栄養管理や管理栄養士の配置義務の違反に対し、その 

施設の設置者への罰則が適用されることがあります。 

    

   特定給食施設の設置者が 
 

  ① 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設であるにもかかわらず、管理栄養士 

   を置かない場合 
 

② 正当な理由がないのに、栄養管理基準に従った適切な栄養管理を行わない場合 

  

 

 静岡市保健所⾧が栄養管理の実施を確保するために必要があると認める場合は、健康増

進法第24条第1項に基づき、報告を求めることや立入検査等を実施し、同法第22条に基づ

く指導及び助言を行います。 

  なお、報告や立入検査の拒否・妨害・忌避、虚偽の報告・答弁をした場合は、罰則（30

万円以下の罰金）が適用されることがあります。（健康増進法第74条） 

 

 指導及び助言を十分に行ったが改善されない等の場合、静岡市保健所⾧は特定給食施設

の設置者に対して、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることが

できます。（健康増進法第23条） 

 

 さらに、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その勧告に係

る措置をとるべきことを命ずる（命令）ことができます。 

 命令に違反した場合は、罰金（50万円以下の罰金）が適用されることがあります。 

 （健康増進法第72条第1項第1号） 

１０ 健康増進法に係る義務違反 


